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鯨類の持続的な利用の確保の在り方に関する検討会（第２回） 

議事要旨 

 

 

１． 日 時：令和５年５月 19日（金）14:00～16:30 

２．場 所：水産庁中央会議室 

３．出 席 者： 

（１）委 員：内野美恵委員（座長）、佐藤卓委員(座長代理)、樋口信高委員、  

山村和夫委員 

（２）水 産 庁：松尾国際課長、坂本捕鯨室長ほか 

（３）実務経験者・学識経験者： 

一般財団法人日本鯨類研究所（以下、「日鯨研」という）藤瀨理事長、松岡参事  

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 木白部長 

４．議  題： 

（１）座長の選任について 

（２）座長代理の指名について 

（３）鯨類科学調査と捕獲可能量について 

（４）その他 

 

５．概  要： 

（１）赤嶺委員の委員退任に伴い、委員の互選により内野委員が座長に選出された。 

（２）座長代理に、佐藤委員が指名された。 

（３）鯨類科学調査と捕獲可能量について、水産庁から資料３及び５、日鯨研から

資料４及び６に基づき説明し、その後、発表者との質疑応答と、委員同士の意

見交換を行った。委員から主に以下のとおり発言があった。 
 

 ①質疑応答 

・IWCガイドラインを見直し、調査手法にドローン等の新技術を取り入れられると

良い。（日鯨研より、正に今、日鯨研で新技術の確立を進めているところであり、

目途がついた時点で論文を取りまとめ、ガイドラインの確立を目指していきた

い、捕獲可能量の算出迅速化という観点から、取得した画像処理技術の確立も

含めた新技術の開発に取り組んでいきたい旨応答。） 

 ・鯨肉商品を販売する立場として、捕獲可能量を見直す頻度が６年は長いと思っ

ている。ノルウェーは逆に６年を10年にすることを提案しているとの説明だっ

たが。調査経費の節約は良いことだが、捕獲可能量の見直しはもう少し柔軟に、

短期間に実施できないのか。鯨肉を販売する側としては、捕獲可能量は極力多
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い方が良いので、IWCガイドラインも含めて、見直していった方が良い。（日鯨

研より、クジラは分布域が広いため、そのすべてを調査するためには複数年か

かる。ドローン等の新技術を用いればより短いスパンで資源量の推定が可能に

なる可能性があり、その迅速化は今後の大きな課題と認識している旨応答。） 

 ・目視調査の結果とドローンで撮影した結果に差はあるのか。（日鯨研より、今の

ところ目視調査結果とドローンの撮影結果を比較するデータを蓄積していると

ころであり、正に課題として取り組んでいる最中である旨応答。） 

・これまで調査を行ってきた結果、様々な鯨種の資源量が分かってきたと思うが、

日鯨研として新たに捕獲が可能と考えている鯨種はあるのか。（日鯨研より、

様々な鯨種の資源量を調べているところ、仮にある鯨種が利用可能な資源レベ

ルであったとしても、その鯨種の需要が無ければ商業的に成り立たないことに

も留意する必要がある旨応答。） 
 

②意見交換（実務経験者・学識経験者退出後、委員同士で議論） 
 

 ＜持続的利用が見込まれる調査対象鯨種＞ 

・目視調査での発見結果を見るとナガスクジラは増えている印象。また、マッコ

ウクジラは食用というよりも、鯨油の利用に向いているとの理解で良いか。 

 ・マッコウクジラには人間が消化できない蝋成分(ワックスエステル)が多く、そ

のままでは食用に向かない。大阪でおでんダネとして利用されている「コロ」

は、マッコウクジラの皮から蝋成分を油抜きしてから調理していた。また、尾

羽には蝋成分が含まれていないため、「さらし」で食用となっていた。 

 ・鯨油としての利用については、鯨油を取り扱うための貯蔵タンク等の社会イン

フラ設備が必要となることから、現代ではコストに見合わない 

 ・鯨種別の生産可能な鯨肉量をみると、ナガスクジラの鯨肉量が大きい。ナガス

クジラの推定資源量が増えて捕獲できるようになれば、鯨肉生産量が増えて多

くの鯨肉を取り扱うことができると理解して良いか。 

 ・ナガスクジラは大型の鯨種で、同じ漁獲努力量で生産できる鯨肉量が多いこと

から、かつて日本の近代捕鯨は同種を対象に始まった。 

・捕鯨業界からすれば、ナガスクジラは捕獲対象種として最も魅力的。 
 

 ＜調査手法の活用や新技術の開発等による鯨類科学調査等の精度・効率性の向上＞ 

 ・ドローンやUAV（無人航空機）、AI（人工知能）を用いた衛星画像の分析等の新

技術が実用化するのはいつ頃なのか。タイムスケジュールが見えない。（水産庁

より、まさに今、技術開発中であり、現時点ではタイムスケジュールが作れる

段階ではないと認識している旨応答。） 

 ・日本が頑張って調査を実施して国際的な研究に貢献していることは素晴らしい

が、調査に要する経費が大きく、特にIWCとの共同調査の経費が大きい印象。海
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の環境保護や生態系の把握を調査研究の目的としているならば、IWCや共同研究

国は、相応の調査予算を負担するべきではないか。 

 ・大規模な調査ができるのは、捕鯨産業がある日本とノルウェーぐらいではない

か。 

 ・調査スキルを有している我が国から世界に積極的に情報発信してイニシアチブ

をとってほしい。 
 

＜南極海での調査の在り方＞ 

 ・予算がある日本が調査を実施するしかないと理解した。南極の環境保護や生態

系の把握のために重要で、相当の社会貢献ができるということだが、南極海で

の調査は、最終的に南極海での捕鯨再開を見据えて実施しているものなのか。

（水産庁より、官房長官談話においても、南極海での捕獲は行わないことを明

記している、また、南極条約との関係上、南極海での商業捕鯨を行えば、同条

約に違反することになる旨応答。） 

・クジラを食料資源として捉えている日本の立場を考えたとき、将来、世界の人

口が増えた時にクジラを利用できるよう、コストにこだわらないで南極海の資

源調査を続けるべき。 

 ・クジラをめぐる日本の努力や貢献が世界にしっかりと認められることを期待。 

 ・畜肉が選択肢にある中、鯨肉の需要は大きくないと思っている。食べたことが

無い人も、調理法も分からない人も多く、安くはないし、要らないという人も

いる。このため、現時点の需要云々ではなく、鯨肉の価値を示していく必要が

あると考える。 

 ・需要を増やすためには、やはり、食べて美味しいとの体験に尽きるのではない

か。肉でも魚でもない代替できない食材であって、骨を気にせず魚の油が摂取

でき、たんぱく質も豊富、その他の栄養面でも優秀であることから、食教育題

材として適している。その他、環境（SDGｓ）や伝統文化の観点からも、鯨肉を

さまざまな分野の教育現場で取り上げてもらいたいと考えている。 

 ・業界として、鯨肉の需要が減ったとの印象はない。 
 

（４）水産庁から、次回（第３回）の検討会で、捕鯨業者や関係自治体を招へいす

る予定であることを説明した。 

 


